
 別紙  

 

令和８年度香川県医療的ケア児等支援センター運営等業務仕様書 
 

１ 業務の名称 

  令和８年度香川県医療的ケア児等支援センター運営等業務 

 

２ 目的 

  日常生活を営むために医療を要する状態にある児または者（以下「医療的ケア児等」とい

う。）が地域で希望する在宅生活を送るためには、医療的ケア児等やその家族が、気軽に相談で

きる相談支援窓口を整備し、適切な支援に結びつける体制を構築することが必要である。 

このため、医療的ケア児等やその家族、支援者からの相談に応じ、情報提供や助言指導を行

うとともに、地域の障害福祉サービス等事業所や学校等における医療的ケア児等への支援に従

事できる者や支援を総合調整するコーディネーターを養成し、医療的ケア児等の地域における

受け入れが促進すること、医療的ケア児等の支援に関する普及啓発を行うことが求められてい

る。こうした取組みを通じて、医療的ケア児等の地域生活支援の充実を図ることを目的とす

る。 

 

３ 委託期間 

 令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

４ 委託業務の内容 

医療的ケア児等やその家族に対する地域生活支援の充実を図るため、以下の取組みが求めら

れている。 

・ 医療的ケア児等やその家族が、気軽に相談できる相談支援窓口を整備し、適切な支援に結

びつける体制を構築することが必要である。 

・ 医療的ケア児等が地域で在宅生活を送るためには、医療機関から退院後に支援を引き継ぐ

福祉や教育等の関係機関の支援者を養成するとともに、関係機関で連携してそのニーズや

希望に応えることのできる人材の育成が必要である。 

・ 地域における支援の現場での協議や、広く医療的ケア児等の支援に関する好事例や社会資

源の情報収集と普及啓発を通して、医療的ケア児等やその家族を支える様々な分野・機関

がネットワークを構築し、社会資源を開発していくことができる地域づくりが不可欠であ

る。 

・ 医療的ケア児等やその家族が孤立しないよう、交流できる機会を提供することが求められ

ている。 

これらをふまえた医療的ケア児等に対する相談、支援を総合的に行う香川県医療的ケア児等

支援センター（以下「センター」という。）として、次の（１）から（４）に掲げる業務を実施

すること。 

 

（１）センターの設置及び運営 

 ・設置場所：香川県内で、受託者が１か所設置するものとする。 

・職員配置：職員のうち１名は医療的ケアに関する専門的知識を有する者（医師、看護師



 

 

等）であり、かつ医療的ケア児等に対する直接処遇業務に５年以上従事してい

る者とする。また、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した専従

の看護師を１名、社会福祉士及び事務員を各１名、常勤で配置すること。な

お、専従の看護師以外の職員については、受託者の行う他の業務と兼務するこ

とができる。 

・運営時間：月曜日から金曜日（祝日及び年末年始を除く）の午前 9 時から午後 5 時までと

すること。 

 

（２）医療的ケア児等に関する相談体制の構築 

 ●医療的ケア児等の家族や支援者からの相談窓口を設け、必要な助言指導を行うこと。 

   なお、対面による面接対応だけでなく、オンラインを活用した相談対応も行うこと。 

 

（３）医療的ケア児等の支援者の人材育成    

●医療的ケア児等支援者養成研修及び医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

厚生労働省が作成した「医療的ケア児等支援者養成研修実施の手引き」及び「医療的ケア

児等コーディネーター養成研修実施の手引き」に基づき研修を計画し、開催すること。ま

た、開催にあたり必要な講師との調整等を行うこと。 

・受講対象者：（支援者養成研修）香川県内の事業所等で、医療的ケア児等を支援している者

及び今後支援を予定する者 

（コーディネーター養成研修）香川県内に事業所のある相談支援専門員、保健

師、訪問看護師、今後地域において医療的ケア児等のコーディネーターの役割

を担う予定のある者 

・実施回数 ：年１回 

・その他  ：会場及び講師については昨年度実績を考慮し、委託者と協議の上、決定する

こと。 

 

●フォローアップ・資質向上 

県内の医療的ケア児等コーディネーターに対して、必要な支援やサービスについての情報

を提供し、必要に応じて助言や指導を行うこと。また、医療的ケア児等の将来を見据え、地

域生活に目を向けた支援ができるような人材を育成するため、資質向上や連携のための研修

等を実施すること。 

・受講対象者：医療的ケア児等コーディネーター等 

・実施回数 ：年１回以上 

・その他  ：会場及び講師については、委託者と協議の上、決定すること。 

 

●小児在宅医療従事者研修 

 県内で在宅医療に携わる医師や看護師等に対して在宅医療研修を実施すること。また、開

催にあたり必要な講師との調整等を行うこと。 

・受講対象者：医師、看護師等 

・実施回数 ：年１回以上 



 

 

・その他  ：会場及び講師については、委託者と協議の上、決定すること。 

 

（４）地域づくりと支援体制の構築    

  ●医療的ケア児等に関する家族交流会等の開催 

   ・対象者 ：医療的ケア児等やその家族、支援者等 

・実施回数：年１回以上 

 ・その他 ：会場及び講師については、委託者と協議の上、決定すること。 

 

  ●ホームページや SNS 等を活用した医療的ケア児等の支援に資する情報の発信 

   対象者 ：医療的ケア児等やその家族、支援者等 

実施回数：月１回程度 

 

●香川県及び市町が設置する自立支援協議会医療的ケア部会等、関係機関との連携 

 

●全国の医療的ケア児等支援センターとの連携 

 

５ 個人情報の保護 

受託者は、事業に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、または不当な目的に使用しては

ならないとともに、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならな

い。また、事業終了後及び受託者の職員がその職を退いた後も同様とする。 

 

６ 委託業務の明細 

（１）事業計画 

委託契約締結後、事業計画書（任意様式）を速やかに作成し、県に提出すること。 

（２）事業報告 

委託業務終了後、報告書（様式第１号）を速やかに作成し、県に提出すること。 

 

７ その他 

  仕様書に明示なき事項又は業務上疑義が生じた場合は、委託者と協議の上、業務を進めるも

のとする。 

  



 

 

（様式第１号） 

 

 

令和８年度香川県医療的ケア児等支援センター運営等業務実績報告書 

 

令和 年 月 日 

 

香川県知事 殿 

 

所在地 

名称 

代表者氏名 

 

１ 事業期間 

 

 

２ 事業実施状況（実施状況や成果が確認できる資料を添付すること） 

 

 

３ 事業費（積算内容がわかる資料を添付すること） 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

① 委託事業費の内訳 

② 委託事業費の内訳根拠がわかる書類 

③ センターの設置及び運営に関する実績書類 

④ 医療的ケア児等に関する相談体制の構築に関する実績書類 

⑤ 医療的ケア児等の支援者の人材育成に関する実績書類 

⑥ 地域づくりと支援体制の構築に関する実績書類 

 


